
表題部所有者の登記のお知らせ

下記の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

(令和元年法律第 15号)第 15条第 1項の規定によるアュk記を行う予定ですので、お
知らせします。

令和 8年 1月 8日

熊本地方法務局 登記官 川畑文保

記

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項 地 目
地積
(だ )

3300-2024-6017 上益城郡御船町大字木倉字上野中1948番 墓地 39

3300-2024-6098 上益城郡御船町大字木倉字龍ケ鼻又6597番 墓地 H2



表題部所有者の登記のお知らせ

下記の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

(令和元年法律第 15号)第 15条第 1項の規定による登記を行う予定ですので、お
知らせします。

令和 8年 1月 8日

熊本地方法務局 登記官 川畑文保

記

手続番号
表題部所有者不明土地に係る

所在事項
地 目
地積
(だ)

林消する登記事項

(表題部所有者不明

土地の登記記録の表

題部の所有者欄に記

録されている事項 )

登記すべき事項

3300-
2024-
6085

上益城郡御船町大字木倉字足
水 5295番 宅地

9 9
1

木倉村足水組共
有

表題部所有者として登記すべき者がない [令和
元年法律第 15号第 14条第 1項第 4号イ]

3300-
2024-
6086

上益城郡御船町大字木倉字足
水 5335番 宅地 36・ 36

木倉村足水組共
有

表題部所有者として登記すべき者がない [令和

元年法律第 15号第 14条第 1項第 4号イ ]

3300-
2024-
6015

上益城郡御船町大字木倉字車
葉 1597番 墓地 188 南木倉組共有

表題部所有者として登記すべき者がない [令和
元年法律第 15号第 14条第 1項第 4号イ ]

3300-
2024-
6033

上益城郡御船町大字木倉字山

ノ上 2655番 墓地 290 南木倉組共有

表題部所有者として埜記すべき者がない

[令和元年法律第 15号第 14条第 1項第
4号イ ]

3300-
2024-
6025

上益城郡御船町大字木倉字下
松ケ迫又 2183番 畑 33 共有

表題部所有者として登記すべき者がない

[令和元年法律第 15号第 14条第 1項第
4号イ]

3300-
2024-
6091

上益城郡御船町大字木倉字龍
ケ鼻 6547番 墓地 42

持分 2分の 1
横田員直
2分の 1 宮
崎善五郎

表題部所有者として登記すべき者がない [令和

元年法律第 15号第 14条第 1項第 4号イ ]
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